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新型コロナウイルス感染症に係る新たなレベル分類等について（通知） 

 

 本県の廃棄物行政の推進については、日頃から御協力賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、令和４年１２月７日の秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、感

染警戒レベルを国に準拠した新たなものに改め、移行後のレベルを「２」とすることが決定

されましたので、お知らせします。 

引き続き基本的な感染防止対策に努められるとともに、貴協会会員を通じ、医療のひっ迫

を回避するための周知に御協力くださるようお願いします。 

 

＜添付資料＞ 

・新たなレベル分類について（令和４年１２月７日付け、秋田県新型コロナウイルス感染症

対策本部） 

・医療のひっ迫を回避するために県民のみなさまへのお願い（令和４年１２月７日付け、秋

田県新型コロナウイルス感染症対策本部） 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 
秋田県生活環境部 
環境整備課 廃棄物対策班 伊藤 

電 話：018-860-1624 
E-mail：recycle@pref.akita.lg.jp 



新たなレベル分類について

令和４年１２月７日

秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部

国から、オミクロン株に対応し、外来医療等の状況に着目した新たなレベル分類と、感染レベルを抑えるために

取り得る感染拡大防止措置について示されたことを踏まえ、本県の感染警戒レベル分類を国に準拠したものに改め

る。

１ 新たなレベル分類

・別紙のとおり。

２ レベルの判断

・レベルの判断に当たっては、指標として「病床使用率」「重症病床使用率」のほか、事象として「保健医療の負

荷の状況」「社会経済活動の状況」「感染状況」を十分に勘案し、総合的に判断する。

３ 運用開始日及び移行後のレベル

・本日から運用開始する。

・移行後のレベルは「２」とする。

資料３



新たなレベル分類について

令和４年１２月７日

秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部

県の新たなレベル分類
レベル１

（感染小康期）

レベル２

（感染拡大初期）

レベル３

（医療負荷増大期）

レベル４

（医療機能不全期）

レベル判断に関する指標（目安） 病床使用率：概ね０～３０％ 病床使用率：概ね３０～５０％
病床使用率：概ね５０％超

重症病床使用率：概ね５０％超

病床使用率：概ね８０％超

重症病床使用率：概ね８０％超

レ
ベ
ル
判
断
に
関
す
る
事
象

保健医療の負荷の状況

・外来医療・入院医療ともに負荷は小

さい

・診療・検査医療機関（発熱外来）

の患者数が急増し負荷が高まり

始める

・救急外来の受診者数が増加する

・病床使用率、医療従事者の欠勤

者数が上昇傾向となる

・発熱外来・救急外来に多くの患者が殺到する、重

症化リスクの高い者がすぐに受診できない状況

が発生

・救急搬送困難事案が急増する

・入院患者が増加し、また医療従事者にも欠勤者が

多数発生し、入院医療の負荷が高まる

・膨大な数の感染者に発熱外来や救急外来で対応しきれ

なくなり、一般外来にも患者が殺到する

・救急車を要請されても対応できない状況が発生する。

通常医療も含めた外来医療全体がひっ迫し、機能不全

の状態

・膨大な数の感染者により入院が必要な中等症・重症の

患者数の絶対数が著しく増加する

・多数の医療従事者の欠勤者発生と相まって、入院医療

がひっ迫する

・入院できずに自宅療養中・施設内療養中に死亡する者

が多数発生する

・通常医療を大きく制限せざるを得ない状態

社会経済活動の状況

・職場の欠勤者が増加し、業務継

続に支障を生じる事業者が出始

める

・職場で欠勤者が多数発生し、業務継続が困難にな

る事業者が多数発生する

・職場の欠勤者数が膨大になり社会インフラの維持に支

障が生じる

感染状況
・感染者数は低位で推移しているか、

徐々に増加している状態

・感染者が急速に増え始める ・医療の負荷を増大させるような数の感染者が発生

する

・今冬の新型コロナウイルス感染者の想定を超える膨大

な数の感染者が発生する

県のレベル判断、主な対策等

（レベル判断）

指標によって機械的に判断する

のではなく、事象等を十分に勘案

し総合的に判断する

◆基本的な感染防止対策の徹底（マス

クの着用、手洗い、換気）

◆ワクチン接種の推奨

◆救急外来及び救急車の適切な利用

◆業種ごとの感染拡大予防ガイドライ

ンの遵守

◆時差出勤、在宅勤務等の取組の推進

◆医療機関が発行する検査結果や治癒

の証明書を求めないこと

など

◆特にお願いしたい事項

・感染に備えた事前の準備（薬、食

料等）

・重症化リスクが低い方への受

診・療養への協力

など

◆レベル１の対策の徹底

◆医療がひっ迫する前の段階で「医療非常事態宣

言」の発出を検討

◆状況に応じて「医療ひっ迫防止対策強化宣言」の

発出を検討

【医療ひっ迫防止対策強化宣言時の協力要請又は

呼びかけの例】

・普段と異なる症状がある場合の外出自粛

・混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出

自粛

・大人数の会食や大規模イベント開催の慎重な判

断 など

◆レベル１、２の対策の再徹底

別 紙

【医療非常事態宣言時の協力要請又は呼びかけの例】

・外出・移動は必要不可欠なものに限ることを要請

（出勤大幅抑制、帰省・旅行の自粛要請）

・イベントの延期等の慎重な対応を要請

・部活動の大会や学校行事等には開催方式の変更等を含め慎重な対応

を要請 など



 
 

秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部

医療のひっ迫を回避するために
県民のみなさまへのお願い

令和４年1２月７日

新型コロナウイルス感染症対策

資料４



新型コロナウイルスの感染者が増加し、過去最多を更新するなど、
この夏以上に感染拡大が進んでいます。

入院が必要な方が増加し、入院病床がひっ迫しています。

現在、新規感染者のうち平均で8割以上の方が医療機関を受診して
おり、今後も拡大傾向が続いた場合、外来医療がひっ迫する可能
性があります。

10月中旬以降
　　・新規感染者数が増加
　　・過去最多を更新（12/6：2,102人）

　確保病床※1の病床使用率※2が　
　　50%以上。入院者数が増加

医療機関や社会福祉施設等で　　　
クラスターが多数発生

1

※1 「確保病床」：新型コロナ患者の入院受入用として医療機関
　                   からあらかじめ報告を受けて確保している病床
※2 病床使用率の算定には、新型コロナ患者受入のための確保
      病床以外の病床の入院者は含まない。
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感染に備えて、事前に

　　　　

体調の悪化等により受診を希望する場合は

　　　重症化リスクの低い方は、自己検査を
　（陽性反応が出たら「検査キット配付・陽性者登録センター」へ登録）

２

発熱患者が多く生じても、新型コロナの重症者や重症化のリスクを 
抱えた方へ必要な医療が適切に提供されるよう、医療体制のひっ迫 
回避に向けて、県民のみなさまに次のことをお願いします。

１

２

３



３

　　

発熱などの症状の発現に備えて、検査キットを   
早めに購入しておきましょう。

厚生労働省が承認した検査キットを選びましょう。
※厚生労働省が承認したキットには、
   【体外診断用医薬品】または
   【第１類医薬品】 と表示されています。

新型コロナ抗原定性検査キット

解熱鎮痛薬・食料など

 自己検査や県が実施する無料PCR検査等で陽性反応が出たら、

 「検査キット配付・陽性者登録センター※」に陽性者登録をお願いします。     
 （※詳細は   をご覧ください。）

体調不良時に備えて準備しておきましょう。

  ・薬（常用薬、解熱鎮痛薬等）
  ・体温計、日持ちする食料（５～7日分）
  ・生活必需品

１

市販の解熱鎮痛薬の
選び方

（厚生労働省）

２



４

総合案内窓口がつながりにくい場合などは、LINE相談や自動音声案内
サービスをご活用ください。

　　

LINE相談

１ 相談先

※質問の内容に応じて、案内します。　症状によっては、医師または看護師が対応します。

8時～17時 17時～翌8時☎018-895-9176 ☎018-866-7050
 総合案内窓口 24時間受付

自動音声案内24時間対応

新型コロナに関する
疑問や不安などに対して、必要な情報を
LINEで提供します。

相談内容や知りたい項目を選んで、必要な情報をスムーズに確認！

相談先に迷ったら...

LINE公式アカウント
「秋田県－新型コロナ対策パーソナルサポート」

24時間対応

知りたい情報の番号を選択すると、
関連するウェブサイトのURLが携帯電話へ
SMS(ショートメッセージ)で送信されます。

☎0570-011-567
※固定電話では、SMS(ショートメッセージ)は受け取れませんので、
   携帯電話からおかけください。



 自己検査をお願いしたい方（対象者）

　　　重症化リスクの低い方は、自己検査をお願いします
　（陽性反応が出たら「検査キット配付・陽性者登録センター」へ登録）

５

２

重症化リスクの低い方は、あわてて受診せずに自己検査をお願いします。
陽性反応が出たら、「検査キット配付・陽性者登録センター」に陽性者
登録をお願いします。     

医療機関で新型コロナ陽性の診断を受けていない方のうち、次の①～⑦の全てを満たす方
①　県内在住の方　　　　　　　　　　　　　　　　　　②　小学生(※)から64歳までの方
③　基礎疾患や肥満(BMI30以上)のない方　　④　妊娠されている可能性がない方
⑤　申請時、症状が安定しており、医療機関の受診は不要と御自身で判断できる方
⑥　市販薬を活用して自宅療養が可能である方
⑦　結果の連絡や問合せ等について、メールでの連絡が可能である方
　　　　※　感染状況によっては、対象者が中学生以上に変更になる場合があります。

判定までの流れ

１ 3 4 5 62

※市販の検査キット等で自己検査される場合は、  からの流れになります。3



医療機関を受診する際は、事前の連絡やできるだけ平日の日中の受診に
ご協力をお願いします。

体調の悪化等により受診を希望する場合は

　　　　事前に連絡、できるだけ平日の日中

重症化リスクの高い方
（高齢者・基礎疾患あり・妊婦・子ども）

【外来受診・療養の流れ】

診療・検査
医療機関を受診

症状あり（発熱、咽頭痛、倦怠感、頭痛など）

コロナ抗原検査キットで自己検査

陽性者登録センターに登録

コロナ陰性

受診希望の場合

かかりつけ医など受診自宅療養

体調悪化、不安などがある場合

総合案内窓口に相談

お子さんの症状で心配になったら、ウェブサイト
「こどもの救急」や、こども救急電話相談室
（＃8000）のご利用をご検討ください。

●医療機関のひっ迫を避ける
 ため、医療機関に検査結果
 や治癒の証明書を求めない
 でください。

３

６

コロナ陽性

重症化リスクの低い方
（左記以外）



７

をお願いします

令和4年9月20日から、新型コロナの従来株とオミクロン株に対応したワク
チン（「オミクロン株対応２価ワクチン」）の接種が可能となりました。
（接種日など、詳しくはお住まいの市町村ウェブサイト等でご確認ください）

「オミクロン株対応２価ワクチン」は、初回（1・2回目）接種を完了した
12歳以上のすべての方が対象で、一人１回、接種を受けることができます。

新型コロナは、これまで２年間、年末年始に流行しています。     
年末までに、重症化リスクの高い高齢者はもとより、若い方にも、オミク
ロン株対応２価ワクチンによる接種を完了するようお勧めします。

新型コロナウイルスに感染した方であっても、体調が回復した後、         
ワクチンを接種することができます。

※ワクチン接種は強制ではありません。
   接種を受けていない人を差別する
   ことのないよう、お願いします。

◀新型コロナワクチンについては　　　　　　　　　　
   こちらをご覧ください。

重症化予防のため、早めのワクチン接種をお願いします。



• 同一空間に多くの人数が滞在するような場合に感染リスクが高まります。
• 各種事業所・施設等では、定期的に十分な換気をお願いします。
• エアコン・暖房使用時も、外気と入れ替えましょう。

８

をお願いします

感染拡大防止のためには、引き続き、マスクの着用※、手洗い・
手指消毒、「密」の回避などの基本的な感染対策が有効です。
特に、寒い時期を迎え、換気の重要性が高まっています。

 換気について

※マスクは場面に応じた適切な着脱をお願いします。

 普段から体調確認をしていただき、体調に変化がある時は人込みや会食
     などを控えるようにしましょう。



新型コロナウイルス感染症に関する情報は
ウェブサイトにも掲載しています

秋田県公式サイト 
美の国あきたネット
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/49784

秋田県 新型コロナウイルス感染症 
保健医療情報ポータルサイト
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/corona_portal

救急医療機関や救急車の適正な
利用をお願いします。ⓒ2015秋田県 んだッチ


